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第１　総則 

　１　優先交渉権者の決定方法 

　　　廿日市学校給食センター包括管理運営業務委託（以下「本業務」という。） の実施

においては、施設の運営及び厨房設備等維持管理に関する専門的な知識やノウハウが

求められることから、優先交渉権者の決定にあたっては、提案金額のほか、運営及び

厨房設備等維持管理の提案内容、業務計画の妥当性・確実性等の観点から総合的に評

価を行う公募型プロポーザル方式を採用する。 

　　　この「廿日市学校給食センター包括管理運営業務委託優先交渉権者決定基準」（以下

「本決定基準」という。）は、廿日市市（以下「市」という。） が公募型プロポーザル

方式により優先交渉権者を決定するための基準を示すものである。 

 

　２　審査の進め方 

　　　審査は、以下の手順で実施する。 

　 (1)　参加資格審査 

　　　　応募者の参加資格要件の具備を確認する。 

　 (2)　提案審査 

　　　　参加資格が認められた応募者の提案書類の内容を審査し、提案価格及び提案内容

について総合的に評価する。 

 

　３　選定委員会による審査 

　　　提案審査は、「廿日市学校給食センター包括管理運営業務委託事業者選定委員会」（以

下「選定委員会」という。） が実施する。選定委員会は、市職員で構成し、本決定基

準における審査方法及び評価項目に基づいて提案価格及び提案内容の審査を行い、最

優秀提案を選定する。 

　　　委員は、次のとおりである。 

 

　

 役　職 所属等

 委員長 副市長

 委　員 副市長

 委　員 経営企画部長

 委　員 教育部長

 委　員 学事・食育推進担当課長
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４　優先交渉権者の決定 

　　　市は、選定委員会による審査結果を踏まえ、最優秀提案を行ったものを優先交渉権者

として決定する。なお、結果については、各応募者へ個別に通知するとともに、市ホー

ムページにおいて公表する。 

 

　５　審査のフロー 

　 (1)　参加資格審査 

 

８/24（月）～９/４（金） 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　 (2)　提案審査 

 

　９/14（月）～10/23（金） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　11月中旬 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　11 月中旬　 

　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　11 月下旬　 

　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

参加表明書及び参加資格審査に 
関する提出書類の提出 

参加資格審査

提案書類の提出

提案書類の確認

提案価格審査 提案内容審査

最優秀提案の選定 

優先交渉権者の決定 
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第２　参加資格審査 

　市は、応募者から提出される参加表明書及び参加資格審査に関する提出書類をもと

に、応募者の参加資格要件の具備を確認する。なお、参加資格要件の具備を確認でき

ない場合は失格とする。 

 

第３　提案審査 

　１　提案書類の確認 

　　　市は、応募者に求めた提案書類について不備がないか、及び提案内容が募集要項等

に示す条件を満たしているか否かを確認する。なお、提案書類に不備がある場合は、

失格とする。 

　　　確認項目は、次のとおりである。 

 確認対象 確認項目 対応様式

 

共通事項

・提案書全体について、提案事項間の齟齬、矛

盾等がないこと。 

・提案書全体について、様式集に従った構成と

なっていること。

様式５～ 

様式 15

 
提案価格書

・提案価格書に記載された提案価格が、市が示

す提案上限価格を超えていないこと。

様式５ -

３

 
総論に関する事項

・各様式（別添「様式集」参照）に対して記載

された提案の内容が、要求水準を満たしている

こと。

様式６～

６-１

 開業準備業務に関する

提案

様式７～

７-１

 
運営業務に関する提案

様式８～

８-８

 厨房設備等維持管理業

務に関する提案

様式９～

９-３

 厨房設備の修繕・更新、

消耗品の調達に関する

業務の提案

様式 10～

10-２

 業務の安全及び品質の

確保に関する業務の提

案

様式 11～

11-２

 業務計画全般に関する

提案

様式 12～

12-３

 その他の事項に関する

提案

様式 13～

13-１
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　２　提案価格審査及び提案内容審査 

　　　選定委員会が提案価格と提案内容について総合的に評価を行う。選定委員会は、総

合評価にあたり、価格点を 300 点満点、提案内容点を各委員 140 点満点の合計 1,000

点満点で評価し、総合評価点の順に順位を決定し、１位の提案を最優秀提案とする。

応募者が一者の場合でも、最低基準点に達しない場合は最優秀提案として選定しない。

最低基準点は、総合評価点 750 点とする。 

　　　なお、選定委員会において、各応募者はプレゼンテーションを実施する。プレゼン

テーションは令和８年 11月中旬を予定している。詳細については提案書類受付後に、

市から応募者の代表企業に連絡する。 

 

　　※総合評価点（1,000 点）＝ア（価格点（300 点））＋イ（提案内容点（140 点）×５名） 

 

　 (1)　価格点の算定方法 

　　　　価格点の算定方法は、最低価格を提示した提案に満点(300 点)を付与する。それ以

外の提案価格については、次式に従って得点化する。 

　　　　なお、得点化の際は小数点第３位以下を四捨五入し、小数点第２位まで求める。 

 

最低提案価格 

価格点 ＝ 満点の点数 ×　 

提案価格 

 

　 (2)　提案内容点の算定方法 

　　　　応募者からの提案内容を、「別表　提案内容の評価項目及び配点」に基づき評価結

果を加点する。採点基準は次のとおりである。 

 

 

 評価 評価内容 採点基準

 優 当該評価項目において非常に優れている 配点×1.00

 良 当該評価項目において優れている 配点×0.80

 可 当該評価項目において要求水準を満たしている（標準） 配点×0.60
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第４　優先交渉権者の決定 

　　　市は、選定委員会の審査結果を踏まえ、優先交渉権者を決定する。 

　　　なお、選定委員会の審査結果により最優秀提案が複数あるとき（総合評価点が同点

の場合）は、提案内容点の点数が高い提案を行った者を優先交渉権者とする。提案内

容点の点数も同点の場合は当該提案を行った者によるくじ引きにより優先交渉権者を

決定する。 

　　　なお、優先交渉権者との交渉により契約締結に至らなかった場合は、市は次点提案

を行った次点交渉権者と契約の交渉及び契約締結の手続きを行う。 
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別表　提案内容の評価項目及び配点 

１　総論に関する事項　：計４点 

 

２　開業準備業務に関する事項　：計４点 

 

３　運営業務に関する事項　：計 64 点 

 No 評価項目 評価の視点 配点

 １ 総論 本業務の目的及び「学校給食法」に基づき実施する学校

給食の目的が理解されているか。 

・学校給食の提供に係る業務に対する会社としての考え

方 

・「学校給食衛生管理基準」を踏まえた、学校給食に係

る衛生管理・安全衛生についての考え方

４

 計 ４

 No 評価項目 評価の視点 配点

 １ 開業準備 円滑に業務を実施するための業務計画等について、効率

的・効果的な提案がなされているか。 

・現事業者からの引継 

・設備等の試稼働 

・施設、厨房設備、各種備品等の取扱いに対する習熟 

・従業員への教育指導及び研修 

・調理・配送等リハーサル 

・不測時の対応訓練 

・各種連絡体制の確立

４

 計 ４

 No 評価項目 評価の視点 配点

 １ 業務体制 業務実施に必要な体制等について、具体的な提案がなさ

れているか。 

・調理員・配送員、配膳員等の確保方法 

・運営業務総括責任者、各業務責任者等の配置 

・経験豊富な調理業務経験者及び有資格者等の配置 

・従業員への教育・指導方法 

・非常時及び緊急時の対応

８

 ２ 学校給食調理

等業務

市が作成する献立や調理指示書等に従い、給食をおいし

くかつ衛生的、確実に調理するための具体的な提案がな

されているか。 

16
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No 評価項目 評価の視点 配点

 ・各種衛生基準・マニュアルに基づき、衛生管理を適切

に行うための各種業務の提案 

・衛生管理の適正な履行状況について、不適合箇所が指

摘されたときの対応 

・２時間以内に喫食できるようにするための対応 

・地元食材の多様な規格への対応

 ３ アレルギー 

対応食の提供

市が作成する献立や調理指示書等に従い、アレルギー対

応食をおいしくかつ衛生的、確実に調理するための具体

的な提案がなされているか。 

・アレルギー対応食の提供体制 

・アレルギー対応食へのアレルゲン混入防止対策 

・アレルギー対応食の配食、配送及び喫食の誤りを防止

するための対策

８

 ４ 給食搬送業務 業務実施に必要な計画等について、効率的・具体的な提

案がなされているか。 

・適切な使用車両、使用車両台数 

・効率的な車両別搬送行程 

・運転手への衛生管理に関する教育 

・即時対応が可能な方法による連絡体制 

・緊急事態発生時の対応

６

 ５ 受配校におけ

る配膳業務

業務実施に必要な計画等について、具体的な提案がなさ

れているか。 

・受配校の配膳業務を適切に行うための人員配置及び実

施方法 

・配膳員への衛生管理に関する教育 

・即時対応が可能な方法による連絡体制 

・緊急事態発生時の対応

６

 ６ 食育支援業務 市及び栄養教諭が行う食育事業等について、適切に支援

する体制が示されているか。

４

 ７ 事故の未然防

止・再発防止、

緊急時の対応

給食事故に対する適切かつ迅速な対応が明確に示され

ているか。 

・食中毒、異物混入、アレルギー対応食へのアレルゲン

混入及び遅配・誤食等の給食事故の未然防止のための方

策 

・食中毒、異物混入等の給食事故の発生時及び発生が疑

10
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４　厨房設備等維持管理業務に関する事項　：計 18 点 

 

 

 

 

 

 

No 評価項目 評価の視点 配点

 われるときの対応、連絡体制 

・給食事故が発生した場合の再発防止のための対応

 ８ 業務終了時の

引継業務

業務実施に必要な計画等について、具体的な提案がなさ

れているか。 

・円滑な業務引継の方法、スケジュール、体制

６

 計 64

 No 評価項目 評価の視点 配点

 １ 業務体制 業務実施に必要な体制について、具体的な提案がなされ

ているか。 

・厨房設備等維持管理業務総括責任者、各業務責任者等

の配置 

・資格を必要とする業務への各有資格者の選任

４

 ２ 維持管理計画 業務実施に必要な計画等について、具体的な提案がなさ

れているか。 

・対象厨房設備等の状況把握 

・対象厨房設備等の維持保全の方法 

・修繕履歴及び点検結果の情報管理方法 

・衛生的な施設を維持するための対策 

・ライフサイクルコスト縮減 

・各種業務の特徴を踏まえた提案

８

 ３ ボイラー運転

等管理業務

業務実施に必要な計画等について、具体的な提案がなさ

れているか。 

・ボイラー取扱作業主任者として常駐する有資格者（ボ

イラー技士２級以上）の選任 

・蒸気配管の確認及び修繕初期対応に係る体制 

・緊急事態発生時の対応

６

 計 18



9 

５　厨房設備の修繕・更新、消耗品の調達に関する業務に関する事項　：計 20 点 

 

６　業務の安全及び品質の確保に関する事項　：計８点 

 

 

 

 

 

 No 評価項目 評価の視点 配点

 １ 修繕・更新業務 業務実施に必要な計画について、具体的な提案がなされ

ているか。 

・予防保全を基本とし、厨房設備の機能を維持するため

の企業のノウハウや合理的な理由に基づく厨房設備長

期修繕計画の作成 

・厨房設備管理記録の管理 

・給食提供に支障をきたす異常事態が発生した場合の速

やかな対応 

・市の予算の平準化を図る提案 

・給食提供を停止せずに業務実施するための工夫

16

 ２ 消耗品調達 業務実施に必要な計画等について、具体的な提案がなさ

れているか。 

・在庫管理の方法 

・消耗品調達の方法

４

 計 20

 No 評価項目 評価の視点 配点

 １ 業務の安全確保 業務の安全確保について、具体的な提案がなされている

か。 

・労働安全衛生管理体制の整備 

・災害時の対応

４

 ２ 業務の品質確保 業務の品質確保について、具体的な提案がなされている

か。 

・業務プロセス見直しの方法 

・各業務間の連絡体制、情報共有及び調整方法 

・セルフモニタリングの方針、体制、内容、頻度等 

・各種データ管理体制

４

 計 ８
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７　業務計画全般に関する事項　：計 16 点 

 

８　その他に関する事項　：計６点 

 

 No 評価項目 評価の視点 配点

 １ 業務実施体制 本業務を円滑に実施するための体制について、適切な提

案がなされているか。 

・代表企業及び各構成企業（協力企業含む）の役割及び

責任分担 

・全体マネジメント責任者の配置 

・実績や経験

４

 ２ リスク対応 本業務を円滑に実施するための計画やリスク対応につ

いて、適切な提案がなされているか。 

・適切な収支計画に基づいた業務計画 

・不測の資金需要への対応 

・構成企業の倒産等のリスクへの対応 

・保険

４

 ３ 地域貢献 業務上支障のない範囲において、市内住民・市内企業の

活用が配慮されているか。 

・市内の住民の優先的な採用（採用数、採用条件等） 

・市内企業の優先的な活用（消耗品等の調達等）

８

 計 16

 No 評価項目 評価の視点 配点

 １ 独自提案 上記評価の視点以外で、本業務実施に有益な提案がある

か。（例：調理場由来の廃棄物（食品残滓等）の削減策、

食育に関する企画等の提案 等）

６

 計 ６


